
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
閲
覧
等
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
閲
覧
等
）

第
十
条

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
十
五
条
第
二
項
及

び
第
十
九
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
十
五
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。）を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
十
九
条
の
二

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
新
設
）

一

病
院

二

診
療
所

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
）

第
十
九
条
の
三

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情

報
（
同
項
に
規
定
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
情

報
の
送
付
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎



別添２



（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
十
九
条
の
四

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
診
療
録
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
る

情
報
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

（
新
設
）

一

紹
介
状
（
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
を
含
む
。）

二

入
院
期
間
中
の
診
療
経
過
の
要
約
（
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
を
含
む
。）

三

次
に
掲
げ
る
情
報

イ

傷
病
名
に
関
す
る
情
報

ロ

検
査
に
関
す
る
情
報

ハ

感
染
症
に
関
す
る
情
報

ニ

ア
レ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
情
報

四

医
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
が
患
者
に
対
し
て
行
う
指
導
に
関
す
る
情
報

五

そ
の
他
必
要
な
情
報

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
等
）

第
十
九
条
の
五

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
情
報

提
供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

２

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報

に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開
設
者

又
は
管
理
者
が
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
と
し
て
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
て
提
供
し
た

も
の
に
限
る
。）

二

前
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

三

前
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

四

前
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
情
報
（
国
民
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医

療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

五

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
情
報

六

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
情
報
の
う
ち
必
要
な
情
報

３

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
医
師
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
師
等
」

と
い
う
。）に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
又
は
医
師
等
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
情
報
の
送
付
方
法
又
は
表
示
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
等
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
又
は
医
師
等
に
よ

る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
閲
覧
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
に
つ
い
て
の
み
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

三

前
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
（
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開
設
者

又
は
管
理
者
が
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
と
し
て
支
払

基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
て
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。）

四

前
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



五

前
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

六

前
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
情
報（
医
師
等
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
又
は
医
師
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も
の
に
限
る
。）

七

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
情
報
の
う
ち
必
要
な
情
報

（
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
十
九
条
の
六

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産

の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
九
条
の
七

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
当
該
患
者
に
医
療
を
提
供
す
る

歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
十
二
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
十
九
条
の
八

法
第
十
二
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
五
十
第
二
項
に
基
づ
き
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
支
払
基
金
又
は
連
合
会
が
電
子
診
療

録
等
情
報
を
提
供
す
る
場
合
と
す
る
。

（
新
設
）

（
再
編
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
再
編
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
十
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
編
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

法
第
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場

に
お
け
る
協
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

四

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
医
療
法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る

協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
及
び
書
類
の
ほ
か
、
再
編
計
画
が
法
第
十
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
及
び
書
類
の
ほ
か
、
再
編
計
画
が
法
第
十
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
再
編
計
画
の
記
載
事
項
）

（
再
編
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条

法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
再
編
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

（
再
編
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
二
条

法
第
十
三
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条

法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
再
編
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い

と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
変
更

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
再
編
計
画
の
実
施
に
支

障
が
な
い
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
変
更

（
特
別
会
計
）

（
特
別
会
計
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
、

支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
係
る
特
別
の
会
計
は
、
医

療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
と
す
る
。

第
二
十
五
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
、
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
及

び
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
に
係
る
特
別
の
会
計
は
、
医
療
介
護
情
報
化
等
特
別
会
計
と
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
三
十
七
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
公
益
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中

央
会
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
六
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
三
条
の
二
（
第
十
三

条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
三
条
の
三
（
第
十
三
条
の
五
第
三
項
及
び
第
十
三

条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
三
条
の
四
（
第
十
三
条
の
五
第
三
項
及
び
第
十
三

条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
三
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、第
十
三
条
の
六
、

第
十
三
条
の
七
第
一
項
、
第
十
三
条
の
八
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に

第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

第
二
十
六
条

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
の
三

（
第
十
二
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
の
四
（
第
十
二
条
の
六
第
三
項
及

び
第
十
二
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
の
五
（
第
十
二
条
の
六
第
三
項
及

び
第
十
二
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十

二
条
の
七
、
第
十
二
条
の
八
第
一
項
、
第
十
二
条
の
九
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
（
法
第
十
八

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第

一
項
並
び
に
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

第
二
十
七
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
保
護
の
実
施
機
関
と
す
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
十
一
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
十
一
章

（
略
）

第
十
一
章
の
二

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
医
薬
品
の
研
究
開
発
（
第
三
十
一

条
の
四
十
一

第
三
十
一
条
の
五
十
三
）

第
十
一
章
の
二

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
医
薬
品
の
研
究
開
発
（
第
三
十
一

条
の
四
十
一

第
三
十
一
条
の
五
十
二
）

第
十
二
章

（
略
）

第
十
二
章

（
略
）

附
則

附
則

（
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
等
の
提
供
）

第
三
十
一
条
の
五
十
三

法
第
五
十
六
条
の
五
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
対
す
る
電
子
診
療
録

等
情
報
等
の
提
供
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
情
報
の
送
付
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 




